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町政を問う

一
般
質
問

11
人
の
議
員
か
ら
17
件
の
一
般
質
問

一般質問とは？
　議員が、町の一般事務に対してその執行の状況または

将来の方針、政策的提言や行政への批判等を執行者に直

接質問することです。

　質問の範囲は、町の行財政全般のほか、地域の問題や

住民生活に関わる事項など多岐にわたっています。

第
４
次
瑞
穂
町
長
期
総
合
計
画
の

後
期
基
本
計
画
見
直
し
に
つ
い
て

９
月
定
例
会
の
後

　
　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
行
う
予
定

町
長

古
宮　

郁
夫　

議
員
（
自
民
新
政
会
）

質
問　

平
成
23
年
度
を
初

年
度
と
し
た
基
本
計
画
は
、

平
成
28
年
度
よ
り
後
期
基

本
計
画
に
移
行
す
る
。
す

で
に
見
直
し
作
業
の
一
環

と
し
て
町
民
意
識
調
査
や

現
況
の
確
認
が
さ
れ
て
い

る
も
の
と
思
慮
し
て
い
る
。

し
か
し
、
平
成
26
年
３
月

改
定
、
目
標
年
次
平
成
32

年
の
瑞
穂
町
都
市
計
画
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
の
兼
ね

合
い
、
情
報
や
状
況
の
変

化
・
着
眼
点
等
の
検
証
を

含
め
、
今
後
の
具
体
的
な

見
直
し
作
業
の
内
容
や
状

況
の
情
報
開
示
が
必
要
と

考
え
、
町
長
の
所
見
を
伺

う
。

町
長　

第
４
次
長
期
総
合

計
画
は
27
年
度
末
に
前
期

５
年
が
終
了
す
る
。
社
会

経
済
情
勢
の
動
向
や
町
民

意
識
の
変
化
な
ど
に
対
応

す
る
た
め
基
本
計
画
の
見

直
し
を
進
め
て
い
る
。
そ

の
工
程
と
し
て
各
種
基
礎

調
査
や
町
民
意
識
調
査
を

は
じ
め
、
個
別
に
町
民
の

皆
様
と
懇
談
会
を
実
施
し

た
。
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
も

含
め
各
種
計
画
と
の
整
合

性
を
勘
案
し
、
そ
の
結
果

を
踏
ま
え
て
後
期
基
本
計

画
原
案
を
作

成
し
、
９
月

定
例
会
の
全

員
協
議
会
で

の
説
明
を
経

た
後
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
行
う

予
定
。
最
終

案
を
議
案
と

し
て
12
月
議

会
に
上
程
す

る
。

こ
ん
な
質
問
も
あ
り
ま
し
た

町
長
　
時
機
を
見
て
、

町
民
へ
の
周
知
に
努
め

る
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
実
施

に
向
け
た
取
り
組
み
は

瑞穂町将来都市像の看板（二本木地区）

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国家公安委員会委員長　　宛

２
つ
の
特
別
委
員
会
を
設
置

　
「
横
田
基
地
問
題
」
や
「
交
通
問
題
」
は
長
年
に
わ
た
っ
て
の
町
の
大
き
な
課
題
で
あ

り
、
今
後
も
特
別
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
事
か
ら
特
別
委
員
会
を
設
置
す
る
た
め
の

提
案
が
動
議
で
示
さ
れ
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

基
地
対
策
特
別
委
員
会

交
通
対
策
特
別
委
員
会

　

横
田
基
地
の
騒
音
や
事
故
な
ど
周

辺
に
対
す
る
問
題
対
策
と
国
か
ら
の

交
付
金
、
補
助
金
な
ど
の
増
額
や
適

正
化
を
図
る
た
め
の
調
査
や
関
係
機

関
へ
の
要
望
な
ど
を
行
い
ま
す
。
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八
高
線
の
複
線
化
や
モ
ノ
レ
ー
ル

の
延
伸
、
民
間
バ
ス
の
利
便
性
の
向

上
な
ど
、
住
民
の
交
通
に
係
る
環
境

を
確
保
す
る
た
め
の
調
査
や
関
係
機

関
へ
の
要
望
な
ど
を
行
い
ま
す
。
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不正アクセスによる年金情報流出問題について、全容解明と再発防止策を求めるため、意見書を提出するものです。

議員提出議案第4号 議会から国へ  ̶意見書を提出̶

　日本年金機構（以下「機構」という）は６月1日、不正アクセスによって約１２５万件もの年金情報を流
出させたことを明らかにした。公的機関からのこれだけ大量の個人情報の流出は、前代未聞であり、不信を
増大させる問題が起きたことは、極めて遺憾である。今回の事案では、基礎年金番号に加えて、氏名、生年
月日、住所も流出していることから、年金手続きのなりすましだけでなく、振り込め詐欺などの犯罪に悪用
される怖れがある。国民の生活と財産を脅かす深刻な事態である。年金行政の責任者である厚生労働大臣は、
最優先でこの問題に対処すべきである。
　本件は、５月８日の機構のパソコンへの不正アクセスとウィルス感染によるものであるが、深刻な被害を
もたらしたのは、機構がインターネットに繋がったパソコンで年金情報を扱っていたという個人情報管理の
不備にある。他にも、機構が内規に反して、約５５万件の個人情報にパスワードを設定していなかったこと
も明らかになっている。かつての旧社会保険庁の旧態依然とした体質が、未だに改まっていない。
　よって、瑞穂町議会は、国会及び政府に対し、問題の全容解明はもちろん、対象者が犯罪等の被害に遭わ
ないよう万全の対策を講じること、実効性のある再発防止策を確立することを強く要請する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２７年６月１２日
東京都西多摩郡瑞穂町議会

不正アクセスによる年金情報の流出に関し、再発防止策の確立を求める意見書

※
氏
名
は
写
真
前
列
右
か
ら
左
、
次
に
後
列
右
か
ら
左
へ

※質問文は、質問者本人が200字以内で
執筆した原文をそのまま掲載しています。


